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第1章はじめに

　都市における交通問題は混雑に起因するものが多く、地方生活圏とりわけ過疎地域にお

ける交通問題は移動手段の不足に起因するものが多い。前者は問題が深刻になるほど混雑

が目に見える形で現れてくるため認識されやすいが、後者は移動を断念する場合が増加し

目に見えなくなってしまうため、ともすれば見過ごされがちである。規制緩和の進展によ

り既存バス事業者が撤退する地域では、マイカーを利用できない住民の生活の足の確保が

困難になりこういった問題は一挙に深刻化する・

　地域住民自らがこのような事態への対処方策を策定しなければならない時代の到来を目

前に控え、本研究では、過疎地域において生活交通を確保し、質の高い生活の維持を可能

とするための種々の方策を見出したい。地域住民の足は、本来、地域住民自身の手によっ

て検討がなされ、地域の特性や住民の二一ズに応じたサービスの提供方策が確保されるべ

きであろう。しかし、わが国ではそのような経験が乏しく、住民が主体的に動くことを直

ちには期待しにくい。とすると、当面、地域の生活交通確保に携わるのは自治体の職員で

あろう。これらの職員は交通問題の担当者ではあるものの必ずしもその専門家ではなく、

生活交通の確保方策を模索する際に、住民との意思疎通や検討作業に精通しているわけで

もない。そこで本研究では、実際の検討を行う者の多くが自治体職員であることに留意し、

できるかぎり実施が容易なものを提案することを目指したい。

　以下、第2章では過疎地域が直面している生活交通確保問題を概観し、住民の交通二一

ズの把握が問題解決の鍵となることを指摘する。第3章では過疎地域の路線バスを取り巻

く状況の変化を、特に規制緩和の進展とそこでの考え方に基づいて述べる。第4章では各

地で取り組まれている生活交通確保のための試みを紹介し、本研究を実施する上でのヒン

トと留意事項を得たい。第5章では路線バスサービス活性化の検討プロセスに焦点を絞り、

住民の交通二一ズの把握とそれに応える交通システムを設計するための工夫等を抽出する。

以上の検討を踏まえ、第6章では交通二一ズの簡便な調査法を提案し、第7章でこの調査

データに基づくバスダイヤの利便性評価法について述べる。第8章では路線バスの維持可

能性に関するモデル分析を行い、補助のあり方や有効性について検討する。第9章では、

自治体職員を念頭に置いて展開してきた生活交通確保の検討方策を、本来の住民主体のも

のへと移行するための方向性を展望する。第10章では研究成果をとりまとめ、それに基づ

く提言を行う。
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第2章　過疎地域における生活交通の確保問題

2．1容易でない過疎地域の生活交通確保

　人口密度が低く居住地が散在している過疎地域においては公共交通サービスの利便性が

低いため、住民の多くはマイカーを利用している。高齢者や運転免許取得年齢に達してい

ない中・高校生、あるいは自分が使える車をもたない人などマイカーの利用が困難な住民

は、不十分ながら路線バスを利用して通院・通学等を行っているが、希望する時刻にバス

が走っていない場合は家族による送迎等に頼らざるを得ない。ほとんどの地域では現状に

おいても利便性は低く、住民の交通二一ズにあまりこたえられていない。

　平成13年度に予定されている路線バス事業に関する規制緩和の一環として撤退規制が緩

和されるため、バス路線を維持できない地域では最低限の生活交通サービスをも確保でき

ない可能性が生じている。地域の特性に応じたさまざまな代替交通手段を新たに導入する

ことも考えられるが、路線バスには引き続き生活交通を確保する上で主要な役割が期待さ

れている。しかし、経営採算性が確保できない路線が多く、サービスの維持・改善は容易

でない。

　規制緩和後の生活交通確保の主体は地域である。住民が自らの交通二一ズを充足しうる

生活交通サービスを企画し、その代理人としての自治体がサービスを供給するという考え

方が基本となる。自治体によるサービス供給を行う上で、解決しなければならないさまざ

まな課題がある。例えば、補助を行っても確保すべき最低限必要な交通サービスとはどの

ようなものか、あるいはどの路線にどれだけのバスサービスを提供する必要があるかにつ

いては十分な社会的合意がとれているとは言えない状況にある。また、そもそも住民はど

のようなバスサービスを必要としているのか、どのようなバスサービスを行えば住民の交

通二一ズが充足されるのか、といった基本となる事実についても不明な点が多い。さらに、

供給されるバスサービスでは充足されない住民の交通二一ズをどのように考えるべきか、

それをどこまで公的に提供すべきなのかについても多くの議論が残されている。他方、運

行補助額の増加や財政制約の面から運行採算性をいかにして確保すべきかがこれまで以上

に強く要請され、バスよりも高いサービス効率を有する交通手段の検討も欠かすことがで

きない。このようにさまざまな課題を抱えながら生活交通の確保に苦慮しているのが多く

の過疎地域の実情である。

2、2鍵となる交通二一ズの把握

　都市部で利用者の二一ズにうまくマッチしたコミュニティバスが多くの利用を集め好評

を博している。一部の地方路線バスについても同様の試みがなされ、利用者の高い評価を

得るとともに採算性を大幅に改善するなど、うまく機能している事例がある。これらの試

みに共通していえることは、利用者の二一ズを的確に汲み上げ、それに応えるサービスを

きめ細かく提供している、という事実である。

　新たなサービス方式を導入するに際しては、いずれも綿密な調査と検討がなされている。
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しかし・生活交通確保の困難性に直面している数多くの自治体の全てが、自らの抱える地

域のためにこのような調査・検討を行えるわけではない。予算や人手の不足もさることな

がら・まず地域がそのためのノウハウを有していないことが最大のネックであろう。

　また、住民自身も、自分たちの交通二一ズを的確に把握し、地域が保有すべき交通サー

ビスがどのようなものであるかを提示することができているわけでもない。このような状

況では・自らのための交通システムを自分たちの手で設計することも困難である。

　すなわち、地域が主体的に生活交通サービスを確保する上で必要なものは、①いかにし

て地域住民の交通二一ズを把握するか、および、②地域住民の交通二一ズに応える交通

サービスをどのようにして見出すか、の2点である。

2．3　生活交通を確保するための検討支援手法の必要性

　自らの交通二一ズを充足するための交通サービスであれば、住民はそのための負担をさ

ほどいとわないであろう。もちろん、規模の経済性が望めず割高なものとなる可能性があ

るため必ずしも採算がとれることは期待できないものの、サービスとそれを得るための負

担を勘案しながら工夫をこらしていくことにより、事態を改善するための環境が整ってい

くと考えられる。しかし、その工夫や改善方策を住民が自らの手で見出すことができるか

といえば・実際には困難であると言わざるを得ない。個々の住民は生活交通サービスにつ

いてそれぞれ自己の希望を有しているであろう。しかし、それをとりまとめ、地域の交通

二一ズとして表明することは容易でない。

　このような住民に代わって生活交通に関わる地域の二一ズを把握し、その改善に取り組

むのは自治体に期待されている役割であろう。しかし、自治体でそれを担当する職員自身

も必要な知識やノウハウを有する専門家ではないことが多く、乏しい経験を頼りに手探り

状態で苦慮している状況が少なからず見られる。後に紹介するように、いくつかの地域で

は専門家に依頼し成果を挙げることに成功しているが、現在のところしかるべき専門家の

数も少なく・全ての自治体が十分な予算や検討体制を有しているわけでもない。先進的な

地域では専門的な観点から綿密な検討が行われ、その過程で少なからぬ数の有用な知見が

得られているが・それらの知見に手軽にアクセスすることも困難である。

　このような状況を打開する第一歩として、地域住民や自治体職員による改善方策の検討

作業を支援する手法を開発し、整備していくことが有効であろう。その際、多くの地域で

それを利用し、そこで得られた新たな知見を加えて改良を図っていくことを考えると、で

きる限り実施が容易で使いやすいものであることが欠かせない要件となるであろう。また、

共通の検討の枠組みを提供するためには、しかるべき理論的基盤を有していることも要請

される。このような支援手法を活用することによって、住民や自治体職員が地域の交通

二一ズを的確に把握し、地域の特性と実態に即した生活交通サービスの確保方策策定作業

が積極的に進められるようになることを期待したい。
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第3章　過疎地域の路線バスを取り巻く状況の変化

3．1バス事業の規制改革

　平成1！年、運輸政策審議会はバスおよびタクシー事業に関わる従来の規制の緩和を運輸

大臣に答申した。規制緩和の中心は需給調整規制一需給の調整を目的とした参入・退出の

規制一の廃止であった。乗合バスの全国の輸送人員は昭和40年代前半にピークを示現し

てから一貫して減少し続けてきた。バスの乗車人員が減少し、事業者の経営状態が悪化し

た。

　平成8年度には全国の系統数38，152のうち26，430系統が赤字になっていた。国・地方自

治体は生活交通確保のために赤字バス路線維持補助、福祉バス、スクールバスの購入費補

助を実施してきたが、年々その額が増加するにともない補助制度を見直し増加を抑制して

きた。1980年代に入って政府は全面的に公的規制の改革に乗り出した。バス事業について

も赤字路線の補助問題だけでなく、じり貧傾向を辿るバス事業そのものの活性化の方策と

してバス輸送市場への競争導入が提案された。従来バス事業は路線・系統ごとに需給バラ

ンスが確保されるように免許制度を用いて事業者の数を制限し、1日の運行回数・運賃等

はすべて認可制によって事業経営が成立するように定められていた。事業者間の競争が排

除されていたのでバス事業者は、バス輸送サービスの需要が減少してもサービス向上や運

賃引き下げによって顧客を増加させる努力を払うよりは、収益低下の改善を補助金に頼り

がちだった。国は財政難によって補助金の増嵩を抑制する必要に迫られた。運政審の答申

に基づき旧道路運送事業法の改正が実施され、バス輸送市場へも競争が導入される一方、

生活交通確保のための補助行政の改革が進められることになった。

3．2規制改革に伴う間題一生活交通の確保一

　需給調整規制の廃止によって、バス事業者は既存の路線・系統への新規参入あるいはそ

れらからの退去が自由になった・そのために、人口が減少した過疎地域の住民たちは、従

来過疎地域の赤字路線・系統を運行してきた事業者がこれらから続々退去し、路線・系統

が廃止されることを憂慮した。地方の生活路線については、従来の内部補助を前提にした

事業者単位の欠損補助一赤字路線を運行してもその欠損を他の路線の黒字で埋め全路線

としては黒字になる事業者は赤字路線から生じる欠損の補助が受けられない一から原則

路線・系統毎の補助へ変え、補助金の入札制など新しい方策を検討することとし、既存事

業者が不採算を理由に退去を望む路線については、地域協議会が生活路線として維持すべ

きかどうか、どのような補助制度にするか等、単に既存のバス路線の存廃だけでなく、地

域の生活交通を確保する枠組み一交通手段の組み合わせから補助システムまで一を決め

ることとした。その他省庁別に実施してきた補助一スクールバス、福祉バス等の購入費

補助一に伴う規制を廃止して一体的運行を促進する等、補助金をできるだけ有効に活用

してよりよい生活交通の確保・維持をはかる方策を示した。

　路線バスの需給調整規制の廃止の過疎地域への影響は、従来補助金を受けて消極的に最
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低必要な輸送サービスを供給してきた事業者に代わって、同額あるいはより少ない補助で

同じ南るいはよりよいサービスを供給する積極的な事業者が出現する可能性を提供するこ

と、既存の事業者は新規に参入する事業者が現れる可能性が圧力になり、費用節減、より

質の高いサービスの供給を図るインセンティブを刺激されることである。

　生活交通確保のためにどの路線・系統を維持するか、あるいはどのような路線・系統を

設定するか・補助金の額や配分方式をどのようにするかなどについて、地域協議会が積極

的な役割を負うことになろう。

　要はconventional　wisdom一伝統的なバスの運営についての固定観念一に囚われず、

創意工夫によって相対的に少ない補助でよりよく生活交通が確保される仕組みをつくるこ

とである。
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第4章　生活交通確保のためのさまざまな試み

4．1過疎地域交通対策の歩み

4．1．1　交通実態調査・対策の歩み

　過疎地域の交通問題と対策についての報告書としては、昭和5！年（1976年）3月に社会

経済国民会議（議長中山伊知郎）の交通政策問題特別委員会（委員長大石泰彦東京大学

教授）がとりまとめた「人口稀薄地域・小都市における交通実態調査地域交通の現状と対

策」　（中問報告書）Dが、この種の調査報告書の先がけといえる。同特別委員会は昭和52

年（1977年）5月にも「地方中核都市における交通の現状と対策～地方中核都市交通審議

会設立への提言～」2）をとりまとめた。

　その後、後述するように、過疎地域の交通対策としてさまざまな施策が講じられたが、

山合いの農山村地域の過疎化・高齢化がさらに深刻な問題となったため、国土庁計画・調

整局総合交通課が「異分野が連携した新しい交通サービスによる中山間地域等の活性化に

関する調査報告書」31を平成10年（1998年）3月にとりまとめた。さらに国土庁計画・調

整局総合交通課は、平成12年（2000年〉3月に「小都市を核とする中山間地域の交流促進

戦略に関する調査報告書」4）をとりまとめた。

　昭和51年の「中間報告書」11では、昭和50年度における人口稀薄地域とそれらの核とな

る小都市の交通問題とその解決策について、島根県匹見町および益田市、岐阜県大野郡清

見村および高山市、新潟県長岡市周辺の見附市、栃尾市、小千谷市で実地調査を行ってい

る。終戦後30年が経過し、その間わが国は急速に経済成長したが、大都市へ人口が集中す

る一方で、人口が減少した人口稀薄地域では、公共交通機関の維持が困難になっていた。

昭和50年当時、過疎地域市町村の面積は国土の約42％を占めており、人口密度は著しく小

さかった・これら地域の特徴は広い地域に規模の小さい集落が点在していることであり、

とくに山間部の谷に沿って集落が点在している場合は、バスの運営にとって極めて条件が

悪い。調査が行われた島根県匹見町では、教育委員会が同町の小学校全部を訪問するのに

数日間を要するほどであった。

　同「中間報告書」’＞では、過疎地域の交通問題は「住民の足と日常生活に必要な物資輸

送をいかに確保するか」であるとして、調査に基づき次のような問題点をあげた。

　①既存のバス路線の廃止についてどのような措置をとるか。

　②市町村等によるバスの運営はどのような経営形態により、どの範囲に、どのような

　　輸送サービスを提供するか。

　③通園・通学輸送、患者輸送などをどのように行うか。

　④自家用車による交通をどのように利用するか。物資の輸送についてはどのような措

　・置をとるか。

　「中間報告書」11の調査によれば、昭和49年（1974年）当時の過疎地をめぐる交通状況

の実態として、以下のような具体例がある。

　①バスは絶対量としての輸送需要が小さいために、採算性の確保はほとんど不可能で

　　ある。もっとも採用し易く、有効なコスト節減方策としてワンマン化があるが、規格
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　の低い道路は現行のワンマン運行の基準を充たしていない場合が多く、このような道

　路については、通常のバスより小型のバスを使い、バックアイテレビを付置してワン

　マン化を行っているが、コスト節減の効果は小さく、通学者が多いときには積み残し

　がでる可能性がある。

②バス路線を廃止するか維持するか決定するときに、対策協議会方式も一つの方法で

　ある・岐阜県では昭和44年（1969年）、陸運局、陸運事務所、県、関係市町村、関係バ

　ス事業者からなる過疎バス路線対策協議会が設置され、廃止すべき路線、維持すべき

　路線を決定した・存続する路線についてはワンマン運行を可能にするための道路改良

　を行ったり・各種の補助からなる補助制度を適用して民営バス事業が運行を継続する

　か、市町村がバスの運行を行うこととした。

③市町村による休廃止路線代替バス、いわゆる「自主運行」バスは、事実上、利用者の

　乗降を停留所に限定しないフリーバスの形で運行されることが多く、直営の場合には

　役場への書類を託送できることもあり、住民の評価はかなり高い。しかし、朝夕各1

　往復という運行がめずらしくなく、住民の間には、半日で用事を済ますことができる

　ように昼間1往復の増便の要望が強い。

④市町村がバスを運営する場合、廃止路線の免許を得て直営する形態（道路運送法第4

　条によるもの）と、自家用バスを直営で運行する形態（道路運送法第101条によるもの）

　があり、後者では地元の運輸関係者と契約を結び運行を委託することがある。直営の

　場合は・人件費がかさむ、経営管理が不十分になりがちであるという問題点がある。

　民間に委託の場合、民間バス事業者だと職員の労働条件によってバスの運行時刻が制

　約されるという問題点がある。地元の規模の小さな運輸関係業者であれば、運行時刻

　の問題は回避され、コストも比較的小さくて済むという長所があるが、事故発生時の

　責任能力に問題が残る。そこで島根県匹見町では、町と委託業者の間で事故発生時の

　責任の範囲を明確にしてこの問題を解決した。ただし平成13年3月に筆者がフォロー

　のためのヒアリング調査をしたところ、自主運行バスは従前どおり運行しているが、

　匹見町役場で当時のいきさつについて詳しい状況を把握している職員はいないとのこ

　とであった。

⑤昭和50年（1975年）版「過疎対策の現況」（過疎白書）によれば、昭和49年（1974

　年）末における全国の過疎市町村についてのスクール・バス（ボートを含む）総台数

　は757台である・岐阜県の清見村では昭和49年当時、大型2台、マイクロバス1台に

　よって、同村の小・中学生150名を輸送していた。

⑥通園・通学輸送ならびに患者輸送については、スクール・バスは文部省、患者輸送車

　は厚生省の所管であり、車両購入費補助はそれぞれ別個に行われている上、全額補助

　ではなく、使用目的が限定されているという問題点がある。

⑦過疎地域においては自家用車は住民のモビリティの確保、物資の輸送の両面で生活

　に不可欠のものになっている。これらの地域では、自家用車が小回りのきく有効な交

　通手段であり、自家用車の同乗が一般化している。

⑧群馬県利根郡利根村南郷では、集落の区長が連絡の労をとって自家用車同乗の便宜

　をはかっている。また、同郡根利（ねり）では、牛乳の集乳車が通学児童を同乗させ

　ている。
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平成12年度研究調査報告書過疎地域における生活交通サービスの提供方策に関する検討報告書平成13年6月　　　　財団法人国際交通安全学会1魏脚吻πα碗SSO6加加（ゾ％顔厩π4’5ゆり756勧6θS研　究　組　織プロジェクトリーダー：喜多　秀行（鳥取大学工学部教授）メンバー：岡　　　　岡野　　　　小林　　　　谷本　　　　福山並木（評論家〉行秀（創価大学経済学部教授〉潔司（京都大学大学院工学研究科教授）圭志（鳥取大学工学部助教授）　敬（東北大学大学院情報科学研究科助教授）松村みち子（タウンクリエイター代表）事務局：奈良坂　伸（財団法人国際交通安全学会）　　　　今泉　浩子（財団法人国際交通安全学会〉（メンバーは50音順〉目　　次第1章第2章第3章第4章第5章第6章第7章第8章第9章第10章はじめに9…　　『・・’。0●0。’■。’。00●0過疎地域における生活交通の確保問題・・・・…　　9・過疎地域の路線バスを取り巻く状況の変化…　　甲…生活交通確保のためのさまざまな試み・一・◎・…路線バスサービス活性化の検討プロセス・一・・…住民の交通二一ズの調査法・・・・・・・…　　齢…バスダイヤの利便性評価法・・・…　　◎・・・・…過疎地域の路線バスサービスの維持可能性に関する検討・過疎地における市民参加型交通計画をめざして・…　　ひまとめと提言…　　◎・・・…　　齢・・’一一　　　［喜多］　　1　　　［喜多］　　2　　　［岡野］　　4　　　［松村］　　6　　　　［剛　　・21［谷本・喜多］　・34［谷本・喜多］　・54［福山・小林］　・62　　　［イ、林］　　　・78　　　［喜多］　・82［］内は執筆担当者第1章はじめに　都市における交通問題は混雑に起因するものが多く、地方生活圏とりわけ過疎地域における交通問題は移動手段の不足に起因するものが多い。前者は問題が深刻になるほど混雑が目に見える形で現れてくるため認識されやすいが、後者は移動を断念する場合が増加し目に見えなくなってしまうため、ともすれば見過ごされがちである。規制緩和の進展により既存バス事業者が撤退する地域では、マイカーを利用できない住民の生活の足の確保が困難になりこういった問題は一挙に深刻化する・　地域住民自らがこのような事態への対処方策を策定しなければならない時代の到来を目前に控え、本研究では、過疎地域において生活交通を確保し、質の高い生活の維持を可能とするための種々の方策を見出したい。地域住民の足は、本来、地域住民自身の手によって検討がなされ、地域の特性や住民の二一ズに応じたサービスの提供方策が確保されるべきであろう。しかし、わが国ではそのような経験が乏しく、住民が主体的に動くことを直ちには期待しにくい。とすると、当面、地域の生活交通確保に携わるのは自治体の職員であろう。これらの職員は交通問題の担当者ではあるものの必ずしもその専門家ではなく、生活交通の確保方策を模索する際に、住民との意思疎通や検討作業に精通しているわけでもない。そこで本研究では、実際の検討を行う者の多くが自治体職員であることに留意し、できるかぎり実施が容易なものを提案することを目指したい。　以下、第2章では過疎地域が直面している生活交通確保問題を概観し、住民の交通二一ズの把握が問題解決の鍵となることを指摘する。第3章では過疎地域の路線バスを取り巻く状況の変化を、特に規制緩和の進展とそこでの考え方に基づいて述べる。第4章では各地で取り組まれている生活交通確保のための試みを紹介し、本研究を実施する上でのヒントと留意事項を得たい。第5章では路線バスサービス活性化の検討プロセスに焦点を絞り、住民の交通二一ズの把握とそれに応える交通システムを設計するための工夫等を抽出する。以上の検討を踏まえ、第6章では交通二一ズの簡便な調査法を提案し、第7章でこの調査データに基づくバスダイヤの利便性評価法について述べる。第8章では路線バスの維持可能性に関するモデル分析を行い、補助のあり方や有効性について検討する。第9章では、自治体職員を念頭に置いて展開してきた生活交通確保の検討方策を、本来の住民主体のものへと移行するための方向性を展望する。第10章では研究成果をとりまとめ、それに基づく提言を行う。一1一第2章　過疎地域における生活交通の確保問題2．1容易でない過疎地域の生活交通確保　人口密度が低く居住地が散在している過疎地域においては公共交通サービスの利便性が低いため、住民の多くはマイカーを利用している。高齢者や運転免許取得年齢に達していない中・高校生、あるいは自分が使える車をもたない人などマイカーの利用が困難な住民は、不十分ながら路線バスを利用して通院・通学等を行っているが、希望する時刻にバスが走っていない場合は家族による送迎等に頼らざるを得ない。ほとんどの地域では現状においても利便性は低く、住民の交通二一ズにあまりこたえられていない。　平成13年度に予定されている路線バス事業に関する規制緩和の一環として撤退規制が緩和されるため、バス路線を維持できない地域では最低限の生活交通サービスをも確保できない可能性が生じている。地域の特性に応じたさまざまな代替交通手段を新たに導入することも考えられるが、路線バスには引き続き生活交通を確保する上で主要な役割が期待されている。しかし、経営採算性が確保できない路線が多く、サービスの維持・改善は容易でない。　規制緩和後の生活交通確保の主体は地域である。住民が自らの交通二一ズを充足しうる生活交通サービスを企画し、その代理人としての自治体がサービスを供給するという考え方が基本となる。自治体によるサービス供給を行う上で、解決しなければならないさまざまな課題がある。例えば、補助を行っても確保すべき最低限必要な交通サービスとはどのようなものか、あるいはどの路線にどれだけのバスサービスを提供する必要があるかについては十分な社会的合意がとれているとは言えない状況にある。また、そもそも住民はどのようなバスサービスを必要としているのか、どのようなバスサービスを行えば住民の交通二一ズが充足されるのか、といった基本となる事実についても不明な点が多い。さらに、供給されるバスサービスでは充足されない住民の交通二一ズをどのように考えるべきか、それをどこまで公的に提供すべきなのかについても多くの議論が残されている。他方、運行補助額の増加や財政制約の面から運行採算性をいかにして確保すべきかがこれまで以上に強く要請され、バスよりも高いサービス効率を有する交通手段の検討も欠かすことができない。このようにさまざまな課題を抱えながら生活交通の確保に苦慮しているのが多くの過疎地域の実情である。2、2鍵となる交通二一ズの把握　都市部で利用者の二一ズにうまくマッチしたコミュニティバスが多くの利用を集め好評を博している。一部の地方路線バスについても同様の試みがなされ、利用者の高い評価を得るとともに採算性を大幅に改善するなど、うまく機能している事例がある。これらの試みに共通していえることは、利用者の二一ズを的確に汲み上げ、それに応えるサービスをきめ細かく提供している、という事実である。　新たなサービス方式を導入するに際しては、いずれも綿密な調査と検討がなされている。一2一しかし・生活交通確保の困難性に直面している数多くの自治体の全てが、自らの抱える地域のためにこのような調査・検討を行えるわけではない。予算や人手の不足もさることながら・まず地域がそのためのノウハウを有していないことが最大のネックであろう。　また、住民自身も、自分たちの交通二一ズを的確に把握し、地域が保有すべき交通サービスがどのようなものであるかを提示することができているわけでもない。このような状況では・自らのための交通システムを自分たちの手で設計することも困難である。　すなわち、地域が主体的に生活交通サービスを確保する上で必要なものは、�@いかにして地域住民の交通二一ズを把握するか、および、�A地域住民の交通二一ズに応える交通サービスをどのようにして見出すか、の2点である。2．3　生活交通を確保するための検討支援手法の必要性　自らの交通二一ズを充足するための交通サービスであれば、住民はそのための負担をさほどいとわないであろう。もちろん、規模の経済性が望めず割高なものとなる可能性があるため必ずしも採算がとれることは期待できないものの、サービスとそれを得るための負担を勘案しながら工夫をこらしていくことにより、事態を改善するための環境が整っていくと考えられる。しかし、その工夫や改善方策を住民が自らの手で見出すことができるかといえば・実際には困難であると言わざるを得ない。個々の住民は生活交通サービスについてそれぞれ自己の希望を有しているであろう。しかし、それをとりまとめ、地域の交通二一ズとして表明することは容易でない。　このような住民に代わって生活交通に関わる地域の二一ズを把握し、その改善に取り組むのは自治体に期待されている役割であろう。しかし、自治体でそれを担当する職員自身も必要な知識やノウハウを有する専門家ではないことが多く、乏しい経験を頼りに手探り状態で苦慮している状況が少なからず見られる。後に紹介するように、いくつかの地域では専門家に依頼し成果を挙げることに成功しているが、現在のところしかるべき専門家の数も少なく・全ての自治体が十分な予算や検討体制を有しているわけでもない。先進的な地域では専門的な観点から綿密な検討が行われ、その過程で少なからぬ数の有用な知見が得られているが・それらの知見に手軽にアクセスすることも困難である。　このような状況を打開する第一歩として、地域住民や自治体職員による改善方策の検討作業を支援する手法を開発し、整備していくことが有効であろう。その際、多くの地域でそれを利用し、そこで得られた新たな知見を加えて改良を図っていくことを考えると、できる限り実施が容易で使いやすいものであることが欠かせない要件となるであろう。また、共通の検討の枠組みを提供するためには、しかるべき理論的基盤を有していることも要請される。このような支援手法を活用することによって、住民や自治体職員が地域の交通二一ズを的確に把握し、地域の特性と実態に即した生活交通サービスの確保方策策定作業が積極的に進められるようになることを期待したい。一3一第3章　過疎地域の路線バスを取り巻く状況の変化3．1バス事業の規制改革　平成1！年、運輸政策審議会はバスおよびタクシー事業に関わる従来の規制の緩和を運輸大臣に答申した。規制緩和の中心は需給調整規制一需給の調整を目的とした参入・退出の規制一の廃止であった。乗合バスの全国の輸送人員は昭和40年代前半にピークを示現してから一貫して減少し続けてきた。バスの乗車人員が減少し、事業者の経営状態が悪化した。　平成8年度には全国の系統数38，152のうち26，430系統が赤字になっていた。国・地方自治体は生活交通確保のために赤字バス路線維持補助、福祉バス、スクールバスの購入費補助を実施してきたが、年々その額が増加するにともない補助制度を見直し増加を抑制してきた。1980年代に入って政府は全面的に公的規制の改革に乗り出した。バス事業についても赤字路線の補助問題だけでなく、じり貧傾向を辿るバス事業そのものの活性化の方策としてバス輸送市場への競争導入が提案された。従来バス事業は路線・系統ごとに需給バランスが確保されるように免許制度を用いて事業者の数を制限し、1日の運行回数・運賃等はすべて認可制によって事業経営が成立するように定められていた。事業者間の競争が排除されていたのでバス事業者は、バス輸送サービスの需要が減少してもサービス向上や運賃引き下げによって顧客を増加させる努力を払うよりは、収益低下の改善を補助金に頼りがちだった。国は財政難によって補助金の増嵩を抑制する必要に迫られた。運政審の答申に基づき旧道路運送事業法の改正が実施され、バス輸送市場へも競争が導入される一方、生活交通確保のための補助行政の改革が進められることになった。3．2規制改革に伴う間題一生活交通の確保一　需給調整規制の廃止によって、バス事業者は既存の路線・系統への新規参入あるいはそれらからの退去が自由になった・そのために、人口が減少した過疎地域の住民たちは、従来過疎地域の赤字路線・系統を運行してきた事業者がこれらから続々退去し、路線・系統が廃止されることを憂慮した。地方の生活路線については、従来の内部補助を前提にした事業者単位の欠損補助一赤字路線を運行してもその欠損を他の路線の黒字で埋め全路線としては黒字になる事業者は赤字路線から生じる欠損の補助が受けられない一から原則路線・系統毎の補助へ変え、補助金の入札制など新しい方策を検討することとし、既存事業者が不採算を理由に退去を望む路線については、地域協議会が生活路線として維持すべきかどうか、どのような補助制度にするか等、単に既存のバス路線の存廃だけでなく、地域の生活交通を確保する枠組み一交通手段の組み合わせから補助システムまで一を決めることとした。その他省庁別に実施してきた補助一スクールバス、福祉バス等の購入費補助一に伴う規制を廃止して一体的運行を促進する等、補助金をできるだけ有効に活用してよりよい生活交通の確保・維持をはかる方策を示した。　路線バスの需給調整規制の廃止の過疎地域への影響は、従来補助金を受けて消極的に最一4一低必要な輸送サービスを供給してきた事業者に代わって、同額あるいはより少ない補助で同じ南るいはよりよいサービスを供給する積極的な事業者が出現する可能性を提供すること、既存の事業者は新規に参入する事業者が現れる可能性が圧力になり、費用節減、より質の高いサービスの供給を図るインセンティブを刺激されることである。　生活交通確保のためにどの路線・系統を維持するか、あるいはどのような路線・系統を設定するか・補助金の額や配分方式をどのようにするかなどについて、地域協議会が積極的な役割を負うことになろう。　要はconventional　wisdom一伝統的なバスの運営についての固定観念一に囚われず、創意工夫によって相対的に少ない補助でよりよく生活交通が確保される仕組みをつくることである。一5一第4章　生活交通確保のためのさまざまな試み4．1過疎地域交通対策の歩み4．1．1　交通実態調査・対策の歩み　過疎地域の交通問題と対策についての報告書としては、昭和5！年（1976年）3月に社会経済国民会議（議長中山伊知郎）の交通政策問題特別委員会（委員長大石泰彦東京大学教授）がとりまとめた「人口稀薄地域・小都市における交通実態調査地域交通の現状と対策」　（中問報告書）Dが、この種の調査報告書の先がけといえる。同特別委員会は昭和52年（1977年）5月にも「地方中核都市における交通の現状と対策〜地方中核都市交通審議会設立への提言〜」2）をとりまとめた。　その後、後述するように、過疎地域の交通対策としてさまざまな施策が講じられたが、山合いの農山村地域の過疎化・高齢化がさらに深刻な問題となったため、国土庁計画・調整局総合交通課が「異分野が連携した新しい交通サービスによる中山間地域等の活性化に関する調査報告書」31を平成10年（1998年）3月にとりまとめた。さらに国土庁計画・調整局総合交通課は、平成12年（2000年〉3月に「小都市を核とする中山間地域の交流促進戦略に関する調査報告書」4）をとりまとめた。　昭和51年の「中間報告書」11では、昭和50年度における人口稀薄地域とそれらの核となる小都市の交通問題とその解決策について、島根県匹見町および益田市、岐阜県大野郡清見村および高山市、新潟県長岡市周辺の見附市、栃尾市、小千谷市で実地調査を行っている。終戦後30年が経過し、その間わが国は急速に経済成長したが、大都市へ人口が集中する一方で、人口が減少した人口稀薄地域では、公共交通機関の維持が困難になっていた。昭和50年当時、過疎地域市町村の面積は国土の約42％を占めており、人口密度は著しく小さかった・これら地域の特徴は広い地域に規模の小さい集落が点在していることであり、とくに山間部の谷に沿って集落が点在している場合は、バスの運営にとって極めて条件が悪い。調査が行われた島根県匹見町では、教育委員会が同町の小学校全部を訪問するのに数日間を要するほどであった。　同「中間報告書」’＞では、過疎地域の交通問題は「住民の足と日常生活に必要な物資輸送をいかに確保するか」であるとして、調査に基づき次のような問題点をあげた。　�@既存のバス路線の廃止についてどのような措置をとるか。　�A市町村等によるバスの運営はどのような経営形態により、どの範囲に、どのような　　輸送サービスを提供するか。　�B通園・通学輸送、患者輸送などをどのように行うか。　�C自家用車による交通をどのように利用するか。物資の輸送についてはどのような措　・置をとるか。　「中間報告書」11の調査によれば、昭和49年（1974年）当時の過疎地をめぐる交通状況の実態として、以下のような具体例がある。　�@バスは絶対量としての輸送需要が小さいために、採算性の確保はほとんど不可能で　　ある。もっとも採用し易く、有効なコスト節減方策としてワンマン化があるが、規格一6一　の低い道路は現行のワンマン運行の基準を充たしていない場合が多く、このような道　路については、通常のバスより小型のバスを使い、バックアイテレビを付置してワン　マン化を行っているが、コスト節減の効果は小さく、通学者が多いときには積み残し　がでる可能性がある。�Aバス路線を廃止するか維持するか決定するときに、対策協議会方式も一つの方法で　ある・岐阜県では昭和44年（1969年）、陸運局、陸運事務所、県、関係市町村、関係バ　ス事業者からなる過疎バス路線対策協議会が設置され、廃止すべき路線、維持すべき　路線を決定した・存続する路線についてはワンマン運行を可能にするための道路改良　を行ったり・各種の補助からなる補助制度を適用して民営バス事業が運行を継続する　か、市町村がバスの運行を行うこととした。�B市町村による休廃止路線代替バス、いわゆる「自主運行」バスは、事実上、利用者の　乗降を停留所に限定しないフリーバスの形で運行されることが多く、直営の場合には　役場への書類を託送できることもあり、住民の評価はかなり高い。しかし、朝夕各1　往復という運行がめずらしくなく、住民の間には、半日で用事を済ますことができる　ように昼間1往復の増便の要望が強い。�C市町村がバスを運営する場合、廃止路線の免許を得て直営する形態（道路運送法第4　条によるもの）と、自家用バスを直営で運行する形態（道路運送法第101条によるもの）　があり、後者では地元の運輸関係者と契約を結び運行を委託することがある。直営の　場合は・人件費がかさむ、経営管理が不十分になりがちであるという問題点がある。　民間に委託の場合、民間バス事業者だと職員の労働条件によってバスの運行時刻が制　約されるという問題点がある。地元の規模の小さな運輸関係業者であれば、運行時刻　の問題は回避され、コストも比較的小さくて済むという長所があるが、事故発生時の　責任能力に問題が残る。そこで島根県匹見町では、町と委託業者の間で事故発生時の　責任の範囲を明確にしてこの問題を解決した。ただし平成13年3月に筆者がフォロー　のためのヒアリング調査をしたところ、自主運行バスは従前どおり運行しているが、　匹見町役場で当時のいきさつについて詳しい状況を把握している職員はいないとのこ　とであった。�D昭和50年（1975年）版「過疎対策の現況」（過疎白書）によれば、昭和49年（1974　年）末における全国の過疎市町村についてのスクール・バス（ボートを含む）総台数　は757台である・岐阜県の清見村では昭和49年当時、大型2台、マイクロバス1台に　よって、同村の小・中学生150名を輸送していた。�E通園・通学輸送ならびに患者輸送については、スクール・バスは文部省、患者輸送車　は厚生省の所管であり、車両購入費補助はそれぞれ別個に行われている上、全額補助　ではなく、使用目的が限定されているという問題点がある。�F過疎地域においては自家用車は住民のモビリティの確保、物資の輸送の両面で生活　に不可欠のものになっている。これらの地域では、自家用車が小回りのきく有効な交　通手段であり、自家用車の同乗が一般化している。�G群馬県利根郡利根村南郷では、集落の区長が連絡の労をとって自家用車同乗の便宜　をはかっている。また、同郡根利（ねり）では、牛乳の集乳車が通学児童を同乗させ　ている。一7一

